
1

令和５年度 建設業法等研修会

経営事項審査

経過措置の終了（令和5年4月1日※以降から適用）
建設業の経理の状況の改正に係る経過措置の終了

施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部の改正に伴う
技術者コードの変更（令和5年7月1日※以降から適用）

経営事項審査の主な改正点（令和5年8月14日※以降から適用）
(1) 建設キャリアアップシステム（CCUS)の工事現場への設置を加点対象に追加
(2) W点からP点（和歌山県の入札参加資格審査でも使用）への換算式の変更

注意事項・お願い

※ 経営事項審査における審査基準日
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建設業の経理の状況の改正に係る経過措置の終了
審査基準日が令和５年４月１日以降の審査において、経理士試験の合格に加
えて講習を受け、登録経理士講習実施機関に登録されていることが要件です。
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▶具体的には...
（国土交通省告示第1060号「建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ニの同号イからハ
までに掲げる者と同等以上の建設業の経理に関する知識を有すると求める者を定める告
示」）
ア 令和5年3月31日までの間に限り、平成29年3月31日以前に登録経理士試験

に合格したもの

イ 登録経理士試験に合格した者を対象に当該者の知識の向上を目的として
（一財）建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって受講した日
の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

▶対象となる経理士（建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ロ、ハ、ニ）

1 登録経理士試験（略）に合格した者であって合格した日の属する年度の
翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

2 登録経理講習（略）を受講した者であって、受講した日の属する年度の
翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

3 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要
な知識を有すると認める者

終了

4



5



6



7

施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部の改正に伴う技術者コードの変更
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(1)  建設キャリアアップシステム（CCUS）の工事現場への設置を加点対象に追加

（注）点数はＷ点。Ｐ点に換算すると19点又は13点。
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問い合わせ先
一般財団法人建設業振興基金
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(2) W点からP点への換算式を改訂
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経審結果シミュレーションソフト配布場所【無料】

◇ 一般財団法人建設業情報管理センター http://www.ciic.or.jp/analysis/soft/keishinplus/

◇ ワイズ公共データ株式会社 http://www.wise-pds.jp/support/download_system_ez.htm
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注意事項・お願い
(1) ダンプについて

所謂「土砂禁ダンプ」は
加点対象外
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(2) 定期経審の申込について

・各種証明書等の更新・入手は期限に余裕をもってご準備ください。

・定期申請の申し込み時期は県のホームページに掲載しております。
（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/keisinn_top_d/fil/R05_keishin_nittei.pdf）

・万が一、定期経審の時期に申請が間に合わない場合は、必ず、建設部又は
技術調査課担当者あてご連絡をお願いします。
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ご清聴いただきありがとうございました

令和５年度 建設業法等研修会

経営事項審査

和歌山県技術調査課 建設業班
TEL    :  073-441-3064  FAX :  073-428-1810
MAIL : e0811004@pref.wakayama.lg.jp




